
並
び
に
そ
の
実
施
日
」
を
「
⑦
●
海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の

金
額
及
び
使
途
並
び
に
そ
の
実
施
日
」
に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
を
削
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中
「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
を
「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」

に
、「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中
「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
を
「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」

に
、「
第
三
項
」
を
「
第
３
項
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
二
号
様
式
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
二
号

山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
を
「（
助
成
金
支
給
書
類
の
提
出
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条

第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「（
特
例
認
定
申
請
書
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
一
号
様
式
」
を

「
第
二
十
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
を
「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
に
改

め
る
。

第
三
十
条
中
「
第
二
十
二
号
様
式
」
を
「
第
二
十
一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
第
二
十
三
号
様
式
」
を
「
第
二
十
二
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
を
「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
に

改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
、「
仮
認
定
取
消
」
を
「
特
例
認
定
取
消
」
に

改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
、「
⑦
●
海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し

を
行
っ
た
場
合
（
そ
の
金
額
が
２
０
０
万
円
以
下
の
場
合
に
限
る
。）
に
お
け
る
そ
の
金
額
及
び
使
途
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「
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定
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定
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消
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「
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「
仮
認
定
」
「
特
例
認
定
」

「
仮
認
定
」
「
特
例
認
定
」

「
⑦
●
海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し

を
行
っ
た
場
合
（
そ
の
金
額
が
２
０
０
万
円
以
下
の
場
合
に
限
る
。）
に
お
け
る
そ
の
金
額
及
び
使
途

並
び
に
そ
の
実
施
日
」

「
⑦
●
海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の

金
額
及
び
使
途
並
び
に
そ
の
実
施
日
」

「
仮
認
定
」
「
特
例
認
定
」

「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」

「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」

「
仮
認
定
」
「
特
例
認
定
」

「
仮
認
定
」
「
特
例
認
定
」

「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」

「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」

「
第
三
項
」
「
第
３
項
」
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